




 附 則 

 １ この要綱は、平成１２年 １月 １日から施行する。 

 ２ 事業所等のタクシー等借上げ事務取扱要綱（昭和５３年４月制定）は、廃

止する。 

附 則 

 １ この要綱は、平成１８年 １月 １日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、平成２６年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、令和元年 ５月 １日から施行する。 





（第２号様式） 

   年   月   日

（あて先）庁 舎 管 理 課 長 

（管理責任者）      局       課 

                                     印 

                 担 当         電話         

タ ク シ ー 乗 車 券 交 付 依 頼 書

依 頼 枚 数 枚 使用期間   年   月  日 ～ 

残チケット NO.         枚  ⇒  NO. 

理 由

交 付 枚 数

（担当課記入）
     枚 （NO.     ～ NO.     ）

受

領

印

※「タクシー乗車券交付依頼書」を提出する際は次の事項に御留意ください。 

１ タクシー借上げ使用は、乗用車を必要とする公務において、川崎市庁用自動車管理規則第１２

条に掲げる使用基準に基づいた共用車の配車が得られない場合で、タクシー借上げ事務取扱要綱

第４条（１）から（４）に該当するときに可能とする。 

２ 乗車券の交付は、次の条件に基づき庁舎管理課長が行うものとする。 

（１）１回の枚数が１０枚を超えないこと。 

（２）使用結果の報告が完了していること。 

３ 管理責任者又は事務処理担当者は、乗車券に使用する職員の氏名、日付などの必要事項を記入

したうえ使用者に交付する。 

４ 管理責任者は、交付された乗車券の当月分の使用状況について、タクシー乗車券使用報告書に

必要事項を記入し、使用連絡票（半片）を添付して翌月７日までに庁舎管理課長に提出しなけれ

ばならない。（当月分の使用が０枚でも、残枚数がある場合は報告書の提出が必要です。） 

なお、使用、報告にあたっては「タクシー借上げ事務取扱要綱」を御確認ください。 





（第４号様式）

（あて先）　庁舎管理課長

（管理責任者）

                       局　　　　　　　　　　　　課

                                                               　印

担当　　　　　　　　　　　　　　電話　　　

　　　　　枚

　　　　　枚

　　　　　枚

　　　　　枚

※１

※２

※３ 回収した「②使用連絡票」は、本書の枠内に貼付してください。

「②使用連絡票」貼付欄

庁舎管理課ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　17tyosya@city.kawasaki.jp

当月使用枚数

残枚数

　使用したチケットナンバー、使用日時等は「タクシー乗車券使用一覧（エクセル表）」に入力後、紙に出
力したものを本報告書と共に庁舎管理課へ提出してください。

　「タクシー乗車券使用一覧（エクセル表）」については、別途エクセルデータを庁舎管理課あてメールで
お送りください。

　　年　　月　　日

タクシー乗車券使用報告書

　　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日使用期間

前月までの残枚数

当月交付枚数



（第５号様式）

                       局　　　　　　　　　　　　課

ﾁｹｯﾄNo 使用者 使用理由 会社名 金額 乗車区間

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

／
：
～
：

４条（　　）号

タクシー乗車券使用一覧

使用日時

使用期間 　　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日


